
 
 土地改良法（昭和24年法律第19 5号）第18条第17項の規定により、高松市糠山池土地改良区から役 

員の退任及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和４年６月28日 

                          香川県知事  浜  田  恵  造 

１ 退任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 野口 務    高松市三谷町4229番地１          令和４年５月31日 

  〃   中津 優    高松市三谷町4227番地           〃 

  〃   佐古 昇    高松市三谷町4619番地           〃 

  〃   上原 恵美子  高松市三谷町4670番地２          〃 

  〃   大屋敷 新治  高松市三谷町4648番地           〃 

  〃   村川 政数   高松市三谷町4512番地５          〃 

  〃   山本 孝男   高松市三谷町4747番地３          〃 

  〃   鴨  廣一   高松市三谷町4156番地           〃 

  〃   三好 順一   高松市三谷町4825番地２          〃 

  〃   岩部 寿夫   高松市三谷町4399番地           〃 

  〃   谷本 光夫   高松市三谷町4383番地           〃 

  〃   東原 孝經   高松市三谷町4335番地２          〃 

  監 事 谷本 正美   高松市三谷町4278番地           〃 

  〃   向井 康哲   高松市三谷町4370番地１          〃 

２ 就任した役員 

  役員の 

  種 類 

  理 事 宮本 浩司   高松市三谷町4212番地           令和４年６月１日 
  〃   上田 知佳   高松市三谷町4210番地           〃 

  〃   大屋敷 裕   高松市三谷町4606番地           〃 

  〃   内山 光昭   高松市三谷町4656番地           〃 

  〃   松原 睦士   高松市三谷町4635番地２          〃 

  〃   十河 規子   高松市三谷町4423番地           〃 

  〃   向井 清美   高松市三谷町4847番地２          〃 

  〃   熊野 幸子   高松市三谷町4779番地１          〃 

  〃   向井 春雄   高松市三谷町4827番地１          〃 

  〃   長尾 瞳    高松市三谷町4829番地２          〃 

  〃   山野 克巳   高松市三谷町4427番地２          〃 

  〃   松本 康之   高松市三谷町4324番地７          〃 

  監 事 佐古 正男   高松市三谷町4632番地２          〃 

  〃   高嶋 博美   高松市三谷町4775番地           〃 

  〃   宮本 由明   高松市三谷町4505番地８          〃 

 

氏   名 住          所 退任年月日 

氏   名 住          所 就任年月日 


